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○建設省通達に準ずる。 

 
・「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」（昭和５２年１０月２８日住指発第７７１号 第一） 
・「工事中の建築物の安全確保について」（昭和５３年１１月７日住指発８０５号） 
・「仮使用承認制度の的確な運用について」（平成９年３月３１日住指発１６９号） 
・「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」（平成２７年５月２７日国住指第５５８号 第２） 
・「仮使用認定制度における指定確認検査機関と消防部局との連携等について」（平成２７年５月２７日国住指第７８８号） 

 
 
 
 
○その他 

 
・「工事中に使用する建物の防火・安全対策」（(財)日本建築防災協会発行） 
・「工事中建物の仮使用認定手続きマニュアル」（(財)日本建築防災協会発行） 
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